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暴力団排除等のための部外への情報提供について
暴力団情報については、警察は厳格に管理する責任（守秘義務）を負っているが、他
方で一定の場合に部外へ提供することによって、社会から暴力団を排除するという暴力

団対策の本来の目的のために活用することも当然必要である。
また、暴力団が巧妙に市民社会の様々な社会経済システムに介入している状況を反映

し、暴力団を排除しようとする団体・個人が、警察に暴力団情報の提供を求める場面が
これまで以上に多様化している。
この点にかんがみ、暴力団対策の趣旨に沿って市民社会の強い要請にこたえるととも

に、警察職員による不適正な暴力団情報の漏えいがあれば、国民の警察に対する信頼を
著しく失墜させることからこれを防止するため、暴力団情報の部外への提供に関しては、
下記のとおりとするので、その対応に遺憾なきを期されたい。

記
第１ 基本的な考え方

１ 組織としての対応の徹底
暴力団情報の提供については、個々の警察官が依頼を受けて個人的に対応すると
いうことがあってはならず、必ず、提供の是非について警察本部の暴力団対策主管

課長又は警察署長の責任において組織的な判断を行う。
２ 情報の正確性の担保
暴力団情報を提供するに当たっては、必要な補充調査を実施するなどして、当該

情報の正確性を担保する。
３ 情報提供に係る責任の自覚

情報の内容及び情報提供の正当性について警察が立証する責任を負わなければな
らないとの認識を持つ。
４ 情報提供の必要不可欠性及び非代替性についての十分な検討

暴力団員の個人情報の提供については、当該情報が暴力団排除等の目的の達成の
ために必要不可欠であり、かつ、警察からの情報提供によらなければ当該目的を達
成することが困難な場合に行う。

第２ 積極的な情報提供の推進
債権管理回収業に関する特別措置法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律のよう

に情報提供に係る手続について明文の規定が法令にある場合及び情報提供できる場合
を定型化・類型化して警察と他の機関との間で申合せ等が結ばれている場合には、こ
れによるものとする。

また、暴力団犯罪の被害者の被害回復訴訟において組長等の使用者責任を追及する
場合や暴力団事務所撤去訴訟等暴力団を実質的な相手方とする訴訟を支援する場合は、



特に積極的な情報提供を行うこと。

暴力団に係る被害者対策、資金源対策の視点や社会の基本システムに暴力団を介入
させないという視点からは、以下の第３に示した基準に従いつつ、可能な範囲で積極

的な情報提供を行うこと。
第３ 情報提供の基準等
１ 情報提供の基準

暴力団情報については、警察は厳格に管理する責任（守秘義務）を負っているこ
とから、情報提供によって達成される公益の程度によって、情報提供の要件及び提
供できる情報の範囲・内容が異なってくる。

そこで、以下の(1)及び(2)の観点から検討を行い、暴力団対策に資すると認めら
れる場合は、暴力団情報を当該情報を必要とする者に提供すること。

ただし、情報提供が法的に許される場合であっても、警察は、常に提供の義務を
負うわけではないので、組織的に対応可能な範囲で提供することとする。
(1) 暴力団情報の提供に係る要件

ア 暴力団による犯罪、暴力的要求行為等による被害の防止又は回復
情報提供を必要とする事案の具体的内容を検討し、被害が発生し、又は発生
するおそれがある場合には、被害の防止又は回復のために必要な情報を提供す

る。
イ 暴力団の組織の維持又は拡大への打撃

暴力団の勢力の誇示、暴力団の資金獲得等暴力団の組織の維持又は拡大に係
る活動に打撃を与えるために必要な場合には、情報を提供する。

(2) 提供する暴力団情報の範囲・内容

下記ア､イ､ウの順に慎重な検討を行う。
ア 暴力団の活動の実態についての情報（個人情報以外の情報）の提供
暴力団の義理掛けが行われるおそれがあること、暴力団が特定の場所を事務

所としていること、傘下組織に係る包括団体の名称等、個人情報以外の情報の
提供によって足りる場合には、これらの情報を提供する。

また、暴力団の支配下にある法人を排除するような場合においては、安易に
その役員等が暴力団員等（暴力団員、準構成員、総会屋等及び社会運動等標ぼ
うゴロをいう。以下同じ。）であるか否かに係る情報（以下「暴力団員等該当

性情報」という。）を提供するのではなく、役員等に占める暴力団員等の比率、
当該法人の活動実態等についての情報提供により暴力団の支配性を明らかにす
ることをまず検討する。

イ 暴力団員等該当性情報の提供
上記アによって当該公益を実現することができないかを検討した上で、次に、

相談等に係る者を暴力団員等として認定している旨（暴力団員等該当性情報）
を回答することを検討する。この場合でも、住所、生年月日等の暴力団員等該
当性情報以外の個人情報（以下のウの情報）を安易に提供することのないよう

に注意する。
ウ 上記イ以外の個人情報の提供



上記イによって当該公益を実現することができないかを慎重に検討した上で、

それでも公益実現のために必要であると認められる場合には、連絡先その他の
暴力団員等該当性情報以外の個人情報を提供する。

なお、前科・前歴情報の提供、顔写真の交付は行わないこと。
２ 提供する暴力団情報の内容に係る注意点
(1) 指定暴力団以外の暴力団について

指定暴力団以外の暴力団のうち、特に消長の激しい規模の小さな暴力団につい
ては、これが暴力団、すなわち「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力
的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律第２条第２号）に該当することを明確に認定できる資
料の存否につき確認する。

(2) 準構成員及び元構成員の場合の取扱い
ア 準構成員
準構成員の場合については、構成員であることが明確に認定できる者の場合

と異なり、暴力団との関係の態様、程度等が様々であることから、漫然と「準
構成員である」といった情報提供をしない。
情報提供が求められている個別の事案に応じて、当該準構成員と暴力団との

関係の態様、程度について十分な検討を行い、構成員とほぼ同視し得ると確実
に言えるか否かを個別に判断する。

イ 元構成員
現に自らの意思で反社会的団体である暴力団に所属している構成員の場合と
異なり、元構成員については、暴力団との関係を断ち切って更生しようとして

いる者もいることから、過去に暴力団員であったことが法律上の欠格要件とな
っている場合や現状が準構成員とみなすことができる場合は格別、過去に暴力
団に所属していたという事実だけをもって情報提供をしない。

３ 都道府県暴力追放運動推進センターに対する情報提供について
都道府県暴力追放運動推進センター（以下「センター」という。）に対して相談

があった場合も、警察において上記基準等に従って判断した上で必要な暴力団情報
をセンターに提供し、センターが相談者に当該情報を告知することとする。
第４ 情報提供の方式

１ 暴力団情報を提供するに当たっては、情報提供の相手方の信頼性、情報提供の相
手方が情報を悪用しないような仕組みを整備しているか否かということについて十
分検討の上、当該相手方に対して情報を他目的に利用しないよう警告し、また、必

要であれば、情報の適正な管理のために必要な仕組みを整備するよう要請するもの
とする。

２ 情報提供の相手方に守秘義務がある場合等、情報の適正な管理のために必要な仕
組みが整備されていると認められるときは、情報提供を文書により行ってよい。
これ以外の場合においては、口頭による回答にとどめること。

３ 情報提供は、原則として、当該情報を必要とする当事者に対して行うものとする。
ただし、情報提供を受けるべき者の委任を受けた弁護士に提供する場合その他情報



提供を受けるべき者本人に提供する場合と同視できる場合はこの限りでない。

第５ 暴力団情報の提供に係る記録の整備
１ 警察本部及び警察署の暴力団対策主管課においては、部外への暴力団情報の提供

（警察部内の暴力団対策主管部門以外の部門から部外への暴力団情報の提供につい
て協議を受けた場合を含む。）に関し、上記第３の基準による判断を行ったときは、
情報提供の求めの概要、提供の是非についての判断の理由及び結果等について、確

実に記録した上、決裁を受けて対応すること。
２ 常に所属長又はこれに相当する上級幹部が実際に最終判断を下すものとする。た
だし、情報提供を行うことについて緊急かつ明確な必要が認められる場合において

は、事後報告としても差し支えない。
３ 部外からの暴力団情報に係る照会及びそれに対する警察の回答状況については、

情報の適正な管理に万全を期すため、各警察本部の暴力団対策主管課において定期
的に把握すること。


